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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  イノシシ、ニホンジカ、ノウサギ、カワウ、

サギ類（ｱｵｻｷﾞ､ｺﾞｲｻｷﾞ）、ヌートリア、カラ

ス類（ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ、ﾊｼﾎﾞｿｶﾗｽ） 

 計画期間 令和８年度 ～ 令和１０年度 

 対象地域 岡山県苫田郡鏡野町 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和７年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 水稲、野菜、果樹、豆類、 1,255 千円  91a 

ニホンジカ 水稲、森林（ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ） 3,561 千円  181a 

カワウ・サギ類 魚類（放流稚魚･在来魚） 4,192 千円 － a 

カラス類 
水稲、野菜、果樹、豆類、

雑穀 
425 千円   6a 

ヌートリア 水稲  787 千円    61a  

 

（２）被害の傾向 

・イノシシ 

豚熱の影響か生息数が減少傾向にあるが、依然として野菜への食害や水

稲の倒伏被害があり、特に収穫期の水稲への被害は深刻である。 

被害地域は、町内ほぼ全域で確認される。 

・ニホンジカ 

被害は年間を通じて発生している。生息域が以前より広がり、町内全域

で生息が確認されている。 

また、生息数も増加していると考えられ、従来の被害の中心であった植

林だけでなく、水稲や野菜など農業分野への被害も拡大している。 

・カワウ・サギ類 

被害区域は一級河川吉井川流域を主とし、奥津川、久田川、旭川の各流

域で確認されており、生息域の拡大がみられる。放流アユや川魚などが

食害により減少しており、被害が深刻化・長期化している。 

・カラス類 

被害は年間を通じて発生している。果樹、野菜等への農作物被害に加え

て、飼料等の食害もみられる。 

・ヌートリア 

 水稲及び野菜の食害被害があり、一部地域では水稲への食害が深刻とな

っている。 

 



（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和 7 年度） 目標値（令和１０年度） 

イノシシ 1,255 千円    91a 1,117 千円 81a 

ニホンジカ 3,561 千円 181a 3,207 千円  163a 

ヌートリア 787 千円    61a   747 千円  58a 

その他獣類     

カワウ・サギ

類 
4,192 千円 ― 3,982 千円 ― 

カラス類  425 千円   6a  382 千円 6a 

その他鳥類  91 千円   5a    82 千円 5a 

 イノシシ・シカについては、目標値は１０％軽減、その他については、５％

軽減。 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す

る取組 

 

 

鏡野町内猟友会の協力のも

と、有害鳥獣駆除班を編制

し、銃器(散弾銃、ライフル

銃)、わな、捕獲柵による捕獲

駆除を行ってきた。 

捕獲した有害鳥獣は、捕獲後速

やかに埋設処分してきた。 

・高齢化による捕獲者の減少に

より、担い手の育成が急務と

なっている。 

・猟友会任せの捕獲ではなく、集

落などの協力体制を構築する

ことも必要である。 

a 防 護

柵 の 設

置 等 に

関 す る

取組 

侵入防護柵、電気柵の設置者

に対し、資材購入補助金を交

付してきた。 

 

 

・中山間地域を中心に、近年、

耕作放棄地が増加しており、

野生鳥獣を誘引し、被害の増

加を招いている。 

・防護柵の管理が不十分な集落

等に対し、点検、補修の指導

が必要である。 

・耕作地の適正な管理、緩衝帯の

整備、住民に対する啓発活動が

課題となっている。 

生 息 環

境 管 理

そ の 他

の取組 

集落で広域に防護柵を設置す

る場合、緩衝帯を整備するよう

に指導を行っている。 

地域によっては緩衝帯の整備等

が不十分な状態で防護柵を設置

している。 

 

（５）今後の取組方針 

・捕獲及び防除の推進 

これまで捕獲と防除の両面で対策を進めてきたが、今後も継続して推



進していく。 

地域ぐるみによる防護柵の設置･管理に加え、緩衝帯の設置、放任果

樹の除去、耕作放棄地の解消、農地等の作物残さや未収穫野菜の適正処

分等、有害鳥獣を誘引しない生息環境管理を推進する。 

・被害防止対策の担い手の育成 

狩猟免許の新規取得を促進するために、経費の補助や広報活動を行う。 

・被害状況の把握 

住民による目撃情報、猟友会からの情報及び現場確認による被害の実

態を的確に把握する。 

・広域的な取組 

行政区域を超えて移動する鳥獣に対応するため、近隣の市町村と情報

交換を行い、広域的な被害防除のための取組を推進する。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

鏡野町内猟友会員を中心に有害鳥獣駆除班及び鳥獣被害対策実施隊を

組織し、対象鳥獣捕獲員の任命をしている。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

８ 

年度 

イノシシ、ニ

ホンジカ、ノ

ウサギ、カワ

ウ、サギ類、

ヌートリア、

カラス類 

・町内における鳥獣の生息状況、被害状況の把握 

・狩猟免許取得等に対する支援 

・捕獲報奨金による支援 

・くくりわな等の捕獲機材の導入 

・近隣市町村との情報交換及び連携した捕獲実施 

の検討 

９ 

年度 

１０ 

年度 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

・イノシシ 

（捕獲頭数 ５年度：613頭、６年度：530頭、７年度：120頭） 

捕獲頭数、被害面積、金額の減少がみられ、生息数の減少が考えら

れる。しかし、鏡野町での被害面積、金額共に2番目に大きい獣種であ

ることから、一定の捕獲頭数を確保していく。近年の捕獲頭数の推移

状況を踏まえて、捕獲計画は600頭とする。 

・ニホンジカ 

（捕獲頭数 ５年度：1,426頭、６年度：1,972頭、７年度：2,069頭） 

  ニホンジカについては、捕獲頭数が大きく増加傾向にあり、シカの

被害についても、林業被害のみならず農業被害も増加しており、生息



域が広がっていると考えられる。生息域の拡大にともなう里周辺への

出没による農業被害の拡大も懸念される事から、早急な個体調整が必

要であるため、捕獲頭数は2,800頭とする。 

・カワウ 

（捕獲頭数 ５年度：52羽、６年度：71羽、７年度：64頭） 

  捕獲頭数は減少傾向にあるが、カワウによる魚類への被害金額は横

ばいとなっており、被害金額減少に向けて早急な個体調整が必要とな

っている。近年の捕獲実績を踏まえて、捕獲計画数は120羽とする。 

・サギ類 

（捕獲頭数 ５年度：7羽、６年度：11羽、７年度：23羽） 

  捕獲頭数は減少傾向にあるが、サギ類による魚類への被害金額は横

ばいとなっている。被害金額減少に向けて早急な個体調整が必要とな

っている。近年の捕獲実績を踏まえて、捕獲計画数は50羽とする。 

・カラス類 

（捕獲頭数 ５年度：3羽、６年度：1羽、７年度：2羽） 

  カラスについては野菜、果樹を中心に被害を受けているが、家畜用飼

料への被害も発生しており、家畜伝染病の感染も懸念される。近年の捕

獲実績を踏まえて、捕獲計画数は 10 羽とする。 

・ヌートリア 

（捕獲頭数 ５年度：25頭、６年度：15頭、７年度：5頭） 

 ヌートリアについては水稲を中心に被害を受けている。水稲栽培期間に

集中的に捕獲を進める。近年の捕獲実績及び、今後の捕獲頭数の増加が見

込まれる事を踏まえて、捕獲計画数は 30 頭とする。 

 

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

イノシシ ６００ ６００ ６００ 

ニホンジカ ２８００ ２８００ ２８００ 

カワウ １２０ １２０ １２０ 

サギ類 ５０ ５０ ５０ 

カラス類 １０ １０ １０ 

ヌートリア    ３０    ３０ ３０ 

（注） 対象鳥獣の捕獲計画数、個体数密度等を記入する。 

 

 

 

 



 

 捕獲等の取組内容 

・イノシシ・ニホンジカは、銃器(散弾銃、ライフル銃)や

わな、捕獲柵等を用いて、被害発生状況に応じて捕獲を

行う。 

・カワウ・サギ類については、銃器（散弾銃、ライフル銃

）を用いて水産業被害の多発する期間に重点的に捕獲を

行う。 

・ヌートリアについては、小型の箱わなを用いて、被害発

生状況に応じて捕獲を行う。 

・カラス類は、捕獲柵等を用いて、被害発生状況に応じて

捕獲を行う。 

・対象区域は鏡野町全域とし、捕獲は通年で実施する。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

・わなや捕獲柵等でイノシシ・ニホンジカを拘束した後、とめさ

し等を安全かつ効率良く行うため、銃器の使用が必要である。 

・対象区域は鏡野町全域とし、捕獲は通年で実施する。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当なし 該当なし 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

電気柵   27,000m 

トタン柵    300m 

ネット柵等 14,000m 

電気柵   27,000m 

トタン柵    300m 

ネット柵等 12,000m 

電気柵  27,000m 

トタン柵    300m 

ネット柵等 12,000m 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 

 

取組内容 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

 

 

・集落柵については、定期的な見回りを行い、適切な管理

を行えるよう指導する。 

・防護柵設置者に、効果的な防護柵の設置について指導す

る。 

 



５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

８年度 イノシシ 

ニホンジカ 

カラス 

集落で広域に防護柵を設置する場合、緩衝帯を整

備するように指導を行う。 

カラス等を誘引しないよう、放任果樹を除去する

よう周知を行う。 

９年度 

１０年度 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

鏡野町 情報収集及び住民への広報活動、情報提供 

岡山県美作県民局 町に対する助言等 

鏡野町内猟友会 

(鏡野町鳥獣被害対策実施隊) 

情報提供及び捕獲の実施 

津山警察署 被害状況の確認と住民への注意喚起、緊急

時における住民の安全確保 
 

（２）緊急時の連絡体制 

 
 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した有害鳥獣は、捕獲後、速やかに埋設処分を行う。 

 
８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 捕獲した鳥獣を食肉等として有効活用す

るための処理加工施設の整備や商品開

発、販売・流通経路の確立など、地域資

源として利活用できないか検討する 

ペットフード 

皮革 

その他 

（油脂、骨製品、角製品、動物園 

等でのと体給餌、学術研究等） 

（２）処理加工施設の取組 

町内に処理加工施設なし。 



（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

研修会、視察等を通じて、衛生的な食肉の処理方法や商品化に対する理解

を深める。 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 鏡野町鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

鏡野町 鳥獣被害に関する情報提供、協議会の事務

及び関係機関との連絡調整を行う。 

鏡野町内猟友会 鳥獣に関する情報提供、有害鳥獣捕獲を行

う。 

晴れの国岡山農業協同組合 鳥獣被害に関する情報提供、営農指導を行

う。 

作州かがみの森林組合 鳥獣被害に関する情報提供を行う。 

鏡野町内吉井川・旭川水系漁

業協同組合 

鳥獣被害に関する情報提供を行う。 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

岡山県美作県民局 

農林水産事業部 

・鳥獣被害防止計画の協議を行う。 

・有害鳥獣による農作物被害の防止等に関す

る情報提供、助言・指導を行う。 

・鳥獣保護、管理に関する情報提供、助言・

指導を行う。 
 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

平成２４年１０月に鳥獣被害対策実施隊を設置。隊員は、猟友会員を中心

に編制している。隊員数は１０９名（令和８年３月末現在）。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

鳥獣対策の研修会等に積極的に参加し、そこで得た有効な対策等の知

識を地域に普及啓発し、防止対策を一体となって推進する。 

近隣市町村との連携を強化し、情報の共有化、共同実施の対策を検討する。 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

・美作地域鳥獣被害防止対策推進連絡会議等と連携し、被害防止対策に

関する情報の提供や講演会、研修会などを開催する。 

・農協、森林組合、漁協、農業共済組合等の組織を利用して、効率的に町

内全域の被害状況の把握を行い、鳥獣被害防止対策の基礎資料とする。 

 



（別紙） 

 

鳥獣被害対策実施隊（対象鳥獣捕獲員）捕獲体制について 

 

１．鏡野町内の岡山県津山地区猟友会の体制について 

（１）分会数   ４分会（鏡野分会、奥津分会、上齋原分会、富分会） 

（２）会員数       １０９ 名 

（３）網猟登録者数      ０ 名 

（４）わな猟登録者     ９８  名 

（５）第１種銃猟登録者数  ６０ 名 

 

 

分会名 会員数 
網猟 

登録者数 

わな猟 

登録者数 

第1種銃猟 

登録者数 

鏡野分会 ４０ ０ ３６ ２０ 

奥津分会 ４４ ０ ３９ ２９ 

上齋原分会 １２ ０ １０ ７ 

富分会 １３ ０ １３ ４ 

合 計 １０９ ０ ９８ ６０ 

  

＊「令和７年度 鏡野町鳥獣被害対策実施隊員（兼 対象鳥獣捕獲員）名簿」

から作成（令和８年３月現在） 

 



２．鏡野町鳥獣被害対策実施隊（対象鳥獣捕獲員）捕獲体制について 

（１）対象鳥獣捕獲員の班編制について 

岡山県津山地区猟友会のうち鏡野町にある各分会から対象鳥獣捕獲員を

任命し、班編制を行う。 

（２）対象鳥獣捕獲員数について 

対象鳥獣捕獲員数については上限を設定せず、下記対象鳥獣捕獲員条件 

を満たす者を任命する。 

（３）対象鳥獣捕獲員条件について 

① 岡山県津山地区猟友会員であること(ただし、富分会、奥津分会、上

齋原分会、鏡野分会に限る。)。 

② 鏡野町において編制する有害鳥獣駆除班員であること。 

③ 直近の岡山県狩猟者登録を行っている者であること。 

④ 町長が指示した対象鳥獣の捕獲等について、毎年度１０分の６以上従

事することに同意する者であること。 

（４）対象鳥獣捕獲員活動地域について 

鏡野町での活動を基本とする。 

 

編制班名 
対象鳥獣 

捕獲員数 活動地域 
網猟 

登録者数 

わな猟 

登録者数 

第1種銃猟 

登録者数 

鏡野 ４０ 鏡野地域 ０ ３６ ２０ 

奥津 ４４ 奥津地域 ０ ３９ ２９ 

上齋原 １２ 上齋原地域 ０ １０ ７ 

富 １３ 富地域 ０ １３ ４ 

合 計 １０９  ０ ９８ ６０ 


